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香港政府、国外源泉所得非課税制度（FSIE税制）の修正に
関するコンサルテーション・ペーパーを公表

香港政府の財經事務及庫務局（以下、「FSTB」）が、「香港の国外源泉所得非課税
制度の修正」を表題とするコンサルテーション・ペーパーを2023年4月6日に
公表し、コンサルテーション・ペーパーの提案に対する利害関係者からの意見を
求めました。

香港が現行FSIE税制（2023年1月1日から施行）を導入する直前の2022年12月、
欧州連合（以下、「EU」）はFSIEガイダンスを更新して公表しました。このことは、
香港がEUの新しい要件を現行FSIE税制に組み込む時間がなかったことを
意味します。

そのため、香港は、EUの新しいFSIEガイダンスに準拠するため、2023年末までに
現行のFSIE税制をさらに修正し、2024年1月1日から施行する必要があります。
それまで、香港は引き続きEUのウォッチリストに掲載されます。

新しいFSIEガイダンスでは、現行のFSIE税制のように、国外源泉の譲渡益の
範囲を株式持分の譲渡に限定することは認められず、網羅的ではないリストの
資産の譲渡益が、金融資産か非金融資産かにかかわら、FSIE税制の対象と
なります。

このタックスアラートは、現行のFSIE税制に対するさらなる修正案についてご説明
します。コンサルテーション・ペーパーの提案にご意見がある場合は、ご担当の
税務専門家にご相談ください。
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対象資産

現行のFSIE税制では、多国籍企業（以下、「MNE」）の事業体が香港で受け取った株式又は持分に係る国外源泉の譲渡益は、
経済的実体要件（以下、「ESR」）又は資本参加免税要件を満たさない限り、当該所得が香港源泉と見なされ、事業所得税が
課されます。

更新されたFSIEガイダンスに準拠するために香港政府とEUは、資産の明確的かつ網羅的なリストとして、修正FSIE税制の下では、
（1）負債性金融商品、（2）動産、（3）不動産、（4）知的財産（以下、「IP」）、（5）外貨が対象資産に含まれることを検討しました。

しかしながら、EUは、資産が金融資産か非金融資産であるかにかかわらず、資産の網羅的ではないリストを、香港の修正FSIE
税制に組み込む必要があることを明示し、網羅的ではないアプローチについて他の国・地域でも採用していることを指摘しました。

香港政府は、EUとのさらなる交渉を目的として、網羅的ではないアプローチの採用を前提に、対象資産の定義について、又は
上記5種類の資産、及びその他追加の資産の種類を、香港の法律や実務ガイダンスの設例として挙げるべきかについて、利害
関係者からの見解を求めています。

対象収益

現行のFSIE税制と同様に、香港で取引、サービス、事業を行うMNE事業体が受領する、対象資産に係る国外源泉譲渡益が、
修正FSIE税制の対象となります。すなわち、単体の香港企業及び香港内現地グループ企業は、修正FSIE税制の対象外と
なります。

対象資産の譲渡益は、今回提案された修正FSIE税制における資産の売却又は譲渡から得られる譲渡益と定義されます。
つまり株式又は持分の譲渡益と同様です。

現行のFSIE税制に基づき、規制対象金融機関と既存の優遇税制の対象となる納税者が、規制対象事業又は優遇所得を生み
出す活動から、又はそれに付随して得た対象資産（IP資産を除く）の国外源泉譲渡益は、修正FSIE税制の対象外となります。

譲渡損益の計算

FSIE税制が施行される2023年1月1日以前は、香港では国外源泉譲渡益に事業所得税が課されませんでした。そのため、
利害関係者は以前より、既存の資産保有者に公平であるように、現有のFSIE税制の下で譲渡益を計算する際、持分の取得
原価を2022年12月31日までに引き直す（リベース）必要があると主張しています。そうでなければ、現行のFSIE税制は事実上、
遡及的に影響することになります。

しかし、EUはリベースアプローチによる既得権の影響に懸念を抱いており、EUは他の国・地域のFSIE税制においてこのような
リベースアプローチを容認したことはないと言及しました。

香港政府は、このEUの懸念を受けて「テーパー・リリーフ制度」という別の具体的な税額軽減措置を提案しています。現行FSIE
税制又は修正FSIE税制が施行されるまでに資産を保有していた期間に応じ、課税対象となる譲渡益の課税金額が減額又は
段階的に減額される提案です。

おそらく、保有資産に関する対象期間は、該当する資産の取得日から、（i）EUが2019年に最初のFSIEガイダンスを公表した日、
（ii）香港が2021年にEUのウォッチリストに掲載された日、又は（iii）香港が現行FSIE税制又は提案している修正FSIE税制を
施行した日まで、となる可能性があります。

香港政府は、EUとのさらなる交渉のため、上記に関する意見を求めています。
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ESR、IP資産に対するネクサス要件

対象MNE事業体が、非IP資産であればESRを満たしている、又はIP資産であればネクサス要件を満たしている場合は、修正
FSIE税制において、対象資産に係る国外源泉の譲渡益は非課税となります。

非IP資産譲渡益に対するESR

今回提案されている修正FSIE税制においても、現行のESRが、非IP資産に対し引き続き適用されます。ただし、株式持分以外の
対象資産を保有するMNE事業体は、純粋持株会社（以下、「PEHE」）とは見なされず、対象資産の譲渡益に関してPEHEに
適用される軽減されたESRの適用はできません。

非PEHEについては、修正FSIE税制の下で、ESRを満たすためは、対象資産の取得、保有及び売却に関して必要な戦略的決定を
行い、当該資産に関する主要なリスクの管理・引受を行う、といった特定の経済活動を香港にて行う必要があります。他にも、
当該MNE事業体が特定の経済活動を行うために適正な数の適格な従業員を香港で雇用し、適正な額の営業費用を香港で
支出していることが求められます。

IP資産の譲渡益に対するネクサス要件

現行のネクサス要件が、今回提案された修正FSIE税制の下においても、IP資産に係る国外源泉譲渡益がどの程度非課税の
扱いとなるかを判断する際に採用されます。

資本参加免税要件

資本参加免税要件はその性質上、株式又は持分のみに適用されるため、株式又は持分以外の対象資産の譲渡益には適用
されません。

免税・軽減措置

コンサルテーション・ペーパーでは、修正FSIE税制の下、対象資産に係る国外源泉の譲渡益について、以下2つの措置が提案
されました。

1. トレーダーによる対象資産の譲渡から得られる利益が免税となる

対象MNE事業体が、対象資産のトレーダーとして香港で行う実質的事業活動から得た国外源泉の譲渡益は、今回提案された
修正FSIE税制により免税となります。

2. グループ内譲渡に係る軽減措置

当該資産が関連会社間で譲渡された場合、国外源泉の譲渡益に課せられる税金は繰り延べられます。この繰延効果により、
譲渡会社では損益が生じない対価で譲渡が行われたと見なされる一方、譲受会社では譲渡会社から同額で、同日に資産を
取得したものと見なされます。

譲渡会社が譲受会社の「関連会社」と見なされるために、以下の2つのどちらかが要件となります。

(i) 譲渡に関係する会社の1社が、他の会社の発行済株式資本の75%以上を実質的に所有している。

(ii) 外部の第三者が、譲渡に関係する各会社の発行済株式資本の75%以上を実質的に所有している。

これら免税・軽減措置の濫用を防止するため、適切なセーフガードと濫用防止の措置が講じられます。例えば、譲渡会社と譲受
会社の両方が香港の事業所得税で課税される場合にのみ、軽減措置は適用されます。他にも、譲受会社が資産を取得した後、
一定期間内に関連会社ではなくなった場合、当該軽減措置は撤回されます。
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EUの新しいFSIEガイダンスを修正法案に組み込むタイムラインは国・地域により異なる

香港のように、EUがFSIE税制の修正に関与している国・地域では、2024年1月1日の施行に向けて、2023年末までにEUの
新しいFSIEガイダンスをFSIE税制の修正に組み込む必要があります。

シンガポールのように、FSIE税制の修正を実施していない国・地域について、EUは、その国・地域のFSIE税制がEUの新しい
FSIEガイダンスに準拠しているかどうかを別途、評価する予定です。

EUの新しいFSIEガイダンスに準拠していないことが判明した場合、当該国・地域は、2024年7月1日からの施行に向けて、
FSIE税制を2024年6月30日までに修正することが認められています。

EUが、各国・地域の修正法案にEUの新しいFSIEガイダンスを組み込むために十分な時間を与える理由は、それらの国・地域に
関与し、評価を実施するために必要な時間を確保するためです。

香港政府は、新しいFSIEガイダンスを修正法案に組み込むタイムラインは国・地域によって異なるべきではないという立場を
示しています。

香港政府は、EUとの継続的な交渉のために、EUが各国・地域に異なる法改正のスケジュールを認めた場合に、それが香港の
税制上の競争力に重大な影響を与える可能性があるかどうかについて、利害関係者から意見を求めています。

その他の修正FSIE税制の特徴

片務的又は双務的な二重課税の排除、譲渡損の取扱い、簡素化された報告手続き、事前裁定、修正FSIE税制施行前における
移行措置としての内国歳入局長官による意見書、実務ガイダンスの設例など、現行FSIE税制の特徴が修正FSIE税制の提案の
一部に含まれています。

解説

EUが各国・地域と、FSIE税制の修正に関して受動的所得に着目していることを考慮すると、香港政府はMNE事業体が、対象
資産のトレーダーとして得られた国外源泉の譲渡益は能動的所得であるため、香港での事業活動の程度にかかわらず、今回
提案されている修正FSIE税制からは除外できると結論付けるかもしれません。

トレーダーとして得られた譲渡益が修正FSIE税制の対象外となることで、対象資産のトレーディング利益に対するオフショア
クレームの実行の可能性がより維持され、香港の源泉地課税原則の完全性はより適切に維持されることとなります。

いずれにしても、内国歳入局は、対象資産の譲渡益についてESRの要件を満たすことで、そのような取引による利益に対する
オフショアクレームがどのように損なわれなくなるかについて、具体的な設例を提示すべきです。

対象資産の譲渡益に対するグループ内譲渡に伴う課税の繰り延べは、香港における印紙税のグループ内軽減措置と似た
概念です。ただし、今回提案されているグループ内軽減措置と印紙税のグループ内軽減措置の大きな違いは、関連性に関する
基準値の違いであり、前者が75%であるのに対し、後者は90%となっています。

香港政府は、修正FSIE税制の下でのグループ内軽減措置の基準値を、75%未満に引き下げることが可能かどうか、さらに検討する
かもしれません。例えば、対象資産がMNEグループ内に留まる限り、すなわち、グループ内で決算が連結されている場合には、
譲渡会社・譲受会社の少数株主持分の程度によらず、グループ内軽減措置を適用することが可能となるかもしれません。

印紙税のグループ内軽減措置からの逸脱は、もし提案された修正FSIE税制がなければ、国外源泉の譲渡益は、香港では
非課税となっていただろうという理由によって正当化されるかもしれません。軽減措置は可能な限り寛大であるべきでしょう。
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